
 

 

 

 

 

 

兵庫県養父市 

養 父 市 ま ち づ く り 計 画 
第 ２ 期 基 本 計 画 

第３次養父市総合計画／第２期まち・ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 70号 審議資料 



  

 

 

 

 

 

  



  

 

策定に当たって 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養父市長 大林 賢一  



  

 

 

目 次 

はじめに ............................................................. 1 

１  養父市まちづくり計画について ........................................... 2 

1-1 まちづくり計画策定の趣旨 .............................................. 2 

1-2 まちづくり計画が目指す姿 .............................................. 3 

1-3 まちづくり計画の構成と期間 ............................................ 4 

1-4 2050 年の姿を見据えた計画の展開イメージ ............................... 6 

基本構想 ............................................................. 7 

１ 「やぶ 2050 ～居空間構想～」の実現に向けた挑戦！ ......................... 8 

２ 「将来希望人口」と「つながり人口」 ...................................... 10 

2-1 将来希望人口 ......................................................... 10 

2-2 つながり人口 ......................................................... 10 

３  2030 年の養父市 ....................................................... 11 

3-1 将来像 ............................................................... 11 

3-2 将来像を実現する３つの柱 ............................................. 12 

3-3 ３つの柱を成長させる６つの政策 ....................................... 12 

第２期基本計画 ...................................................... 13 

１  基本計画の体系 ........................................................ 14 

２  第 2 期基本計画に記載する項目 .......................................... 22 

2-1 目指す姿 .............................................................. 22 

2-2 目標とする指標 ........................................................ 22 

2-3 主な取組 .............................................................. 22 

2-4 タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） ........... 22 

2-5 ＳＤＧｓ .............................................................. 23 

計画推進体制について ................................................ 69 

１  戦略的な事業実施体制の構築 ............................................ 70 

1-1 戦略的な事業実施体制の構築 ........................................... 70 

1-2 取組内容を評価するプロセスの構築 ..................................... 71 

資料編 ................................................................  

資料 1 養父市まちづくり計画・第１期基本計画の評価 ..........................  

資料 2 本市の特徴 ..........................................................  

資料 3 市民の意向・ニーズ ..................................................  

資料 4 本市を取り巻く状況の変化と課題 ......................................  

 

  



  

 

  



  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

１  養父市まちづくり計画について 

「第３次養父市総合計画」に当たる本計画について、地方創生を目的として策定された「まち・

ひと・しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」と一体化し、より一層強力に推進することとしま

す。また、名称についても新たに「養父市まちづくり計画」と呼ぶこととしました。  

 

1-1 まちづくり計画策定の趣旨 

合併後の行政基盤の確立  

養父市は、平成 16 年４月、将来への夢と希望を抱き、八鹿町、養父町、大屋町、関宮町の４

町が合併し、新しい市として誕生しました。合併前の平成 15 年には新市まちづくり計画を、合

併後の平成 18 年には第１次養父市総合計画を策定し、４町が合併して誕生した養父市が安定し

た行政運営ができるように土台を形作りました。  

また、平成 21 年には、養父市のまちづくりに関する基本的な事項や行政、議会、市民のそれ

ぞれの役割を記した養父市まちづくり基本条例を制定し、市民、団体、企業、行政など養父市に

関わる全ての人々が協働によってまちづくりを行っていくためのルールと理念ができました。  

平成 26 年には、国家戦略特別区域に指定されたことにより、多様な農業の担い手の確保や、

耕作放棄地の解消、６次産業化の推進のほか農業分野以外でも自家用有償観光旅客等運送（愛称：

やぶくる）の運行を始めるなど先頭に立って規制改革を進めてきました。  

暮らしに向き合い課題に向き合う 

平成 30 年には、養父市のまちづくりが創生期から成長期へと推移していく中で、市が目指す

べきまちの姿を宣言し、市民、議会および市が実現に向けて協働していくことを目的として、養

父市日本一へのまちづくり宣言条例を制定し、「日本一農業をしやすいまち」を目指すための国家

戦略特区を活用した取組、「日本一子育てしやすいまち」を目指すために妊娠、出産、子育て期に

おける切れ目のない子育て支援の実施、「日本一福祉が充実したまち」を目指すために薬の処方の

ように地域の活動や人々のつながりを処方する社会的処方の導入など多くの成果を挙げてきまし

た。 

深刻化する課題群への対応 

しかし、これらの成果を挙げているにもかかわらず、過疎化や少子化•高齢化による人口減少は

進行し続けています。 

また、度重なる自然災害に対して広大な市域の安全安心を守っていくために必要な災害対策や

老朽化するインフラ施設の整備など、養父市では様々な課題を抱えています。  

世界に目を向けると、各地で起こる紛争によりエネルギー価格や食糧価格が高騰し、日本では

円安の進行が物価上昇に拍車をかけるなど市民の日常生活を圧迫するだけでなく、公共事業費の

増大や賃金高騰などによりあらゆる行政コストを増加させています。 

さらに、コロナ禍によって社会全体で急速なデジタル化が進められました。オンライン化に始

まり AI、５G 等の先端技術の発展やキャッシュレス決済の広がりなど避けて通れない大きな潮流

となっています。 

持続可能な養父のまちづくりのために 

このような時代においても、潮流に的確に対応し、将来に向けて持続可能な発展を遂げていく

ためには、養父市の直面する様々な課題に対し、行政だけでなく市民一人ひとりが自分ごととし
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て共に考え、行動していくことが重要です。  

養父市まちづくり計画の後期計画である第２期基本計画は、これら養父市の課題と変革期を迎

えた時代に対応する道筋を示したものであり、長期的展望に立って養父市を運営する計画としま

す。 

1-2 まちづくり計画が目指す姿 

まちづくりの系譜を踏まえ未来を展望 

本計画は、養父市でのまちづくりを進める上で全ての施策や事業の基本的な方向性を示すもの

です。 

まちづくりには息の長い取組が必要です。そこで養父市まちづくり計画では、2050 年の養父

市の姿を見据えた上で、具体的な取組が想定できる 2030年を対象に養父市の姿を描き、その実

現に向けた基本計画や施策を体系的にまとめています。 

養父市まちづくり計画では、養父市のまちづくりのルールである「養父市まちづくり基本条例」

（平成 21年）や国家戦略特区 • 地方創生に市を挙げて取り組むために制定された「養父市日本

一へのまちづくり宣言条例」（平成 30年）の趣旨を踏まえた内容としています。  

 

地方創生の取組をまちづくりの中核に 

国では、東京圏への一極集中や地方の人口減少などに対応するため、地方創生に向けた取組が

進められてきました。 

従来の地方創生は人口減少の抑制や企業誘致など、量的拡大を主眼として取り組まれてきまし

た。しかし、現在の地方創生では、人口増加そのものにとらわれず、地域の強みや資源を生かし

ながら、地域課題の解決と新たな価値創出を両立させることが求められています。 

複雑、多様化する課題に市を挙げて取り組むために、これまでの地方創生の取組の中で議論さ

れてきたことをこれからの養父市のまちづくりの中核に据え、自分ごととして取り組むことが必

要です。 

 

総合計画と地方版総合戦略の一体化 

養父市の総合的な振興・発展のための長期計画として策定していた「第２次養父市総合計画」

（平成 23 年）と、地方創生を目的として策定していた「まち・ひと・しごと・ふるさと養父市

創生総合戦略」（平成 27年）を一体化した計画を策定することで、まちづくりを一層強力に推進

します。また、それぞれの計画において整理されていた施策の方向性についても一体的にＰＤＣ

Ａサイクルに基づく効果検証を行うことによって、より効果的な取組の推進を図ります。  

 

市民と共に歩む 10 年間の行動指針 

まちづくりに向けた取組では、行政と市民がどのように協働するのか、そして何を実現するの

かをあらかじめ共有しておくことが大切です。 

この計画は、そのための“行動指針”であり、その達成状況を測るための“ものさし”の役割

となることを期待しています。 
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1-3 まちづくり計画の構成と期間 

４つの計画で構成  

 本計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」「個別計画」の４つの計画で構成します。そ

れぞれの役割は次のとおりです。 
 

基本構想 

基本構想は、今後の養父市のまちづくりの基本となるもので、目指すべき養父市の姿を描き、

広く共有するものです。本計画では、2050 年の養父市の姿を示しつつ、2030 年の目指すべ

き将来像を提示します。 
 

基本計画 

基本計画は、基本構想に掲げた将来像を実現するための施策を体系的に示したものです。

2030年に向けて取り組むべき６つの「政策」と各政策に紐づく「主要施策」、これら全てに関

連する考え方として「横断的行動指針」の３つで構成されています。  

また、基本計画に具体性を持たせるために政策に数値目標を、主要施策にＫＰＩ（重要業績

評価指標）を設定します。この数値目標については、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基

づく「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」としての位置付けを明確にするためにも活用

します。 
 

実施計画 

実施計画は、本計画に掲げた基本構想および基本計画を実現するための個別事業を明らかに

するものです。 

市を取り巻く環境の変化を踏まえ、事業の優先度や財政状況などを考慮して、毎年度の予算

や各部局が策定する個別計画と連動する形で計画を策定していきます。  
 

個別計画 

個別計画は、各分野における取組を着実に推進していくために、それぞれの分野の実情に応

じて、その具体的な取組内容を記載した計画・方針・指針などを定めたものです。基本構想や

基本計画に記載された内容を踏まえて、対象となる分野の目指すべき方向性を掲げ、その実現

に向けたより具体的な取組などを明らかにするもので、各部局がそれぞれ策定していきます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本書では、「基本構想」と 

「基本計画」について記載 

 

基本計画 

 
基本構想 

・2050年の養父市の姿 

・2030年の養父市の姿 

・政策（６） 

・主要施策（35） 

・横断的な行動指針 

・個別事業（予算） 

・各部局の部門別計画 

 

個別計画 実施計画 連動 
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計画の期間  

本計画の「基本構想」「基本計画」「実施計画」「個別計画」について、適切に実施していくため

に、それぞれに計画期間を設けます。 

 

基本構想 

基本構想は、2050 年の養父市の姿（まちづくりのコンセプト）を見据えて、2030 年ごろ

の目指すべき養父市の姿を実現することを目的とします。  

そのため、基本構想の計画期間としては、2021 年度（令和３年度）から 2030 年度（令和

12年度）までの 10 年間とします。 

 

基本計画 

基本計画は、2021 年度（令和３年度）から 2025 年度（令和７年度）までの５年間を「第

１期基本計画期間」、2026年度（令和８年度）から 2030年度（令和 12年度）までの５年間

を「第２期基本計画期間」とします。 

 

実施計画 

実施計画は、毎年度の予算編成と連動して策定していきます。  

 

個別計画 

個別計画は、それぞれの部局が策定し、計画ごとに期間が異なります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

(Ｒ3) 

2026 

(Ｒ8) 

2030 

(Ｒ12) 
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1-4 2050 年の姿を見据えた計画の展開イメージ 

やぶ 2050 ～居空間構想～の実現に向けた展開イメージ 

 

・25年後の養父市デザインを「やぶ 2050 ～居空間構想～」としてその実現を目指します。 

・達成目標である 2050 年までに、10 年ごとにあと２回、まちづくり計画が策定されることに

なります。「やぶ 2050 ～居空間構想～」を実現するための多様な道筋を市民、企業、養父市

とのつながりを持つ人々と共に考え、将来にわたって活力のある自立したまちの実現を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細の内容については後述 
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基本構想 
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10 年、20 年よりももっと先の未来の養父市デザイン 

やぶ 2050 ～居空間構想～ 

(社会変革を生み出す新たな結の創出) 
 

養父市民のみなさんは 2050年の養父市でどんなふうに暮らしていると想像しますか？  

養父市は、持続可能な養父市を次世代へとつないでいくため、10年、20年よりももっと先

の未来を思い描き、「やぶ 2050 ～居空間（いくうかん）構想～」を定めました。 

１ 「やぶ 2050 ～居空間構想～」の実現に向けた挑戦！ 

■居空間構想に込めた想い 

養父市ならではの「価値創造」に向けて様々なことに「挑戦できる」まちへ 

まちづくりを通して養父市らしさを具体化していくためには、一丸となって中山間

地域ならではの価値を創造していくことが重要です。養父市は支援・応援体制を創り、

まちの中で様々な人が創造的に様々な活動に挑戦している姿、一人ひとりが参加しや

すい活動が市内にたくさん生まれている姿を将来像として思い描いています。  

 

「次世代へつなぐ」持続的な養父市づくりを行っていくために 

持続的な養父市を次世代に継いでいくためには、子どもたちにどんな養父市をつな

いでいくかを、私たちが考え実践することが重要です。そのためには、これまでのよう

にある程度先が見通せる 10年先よりももっと先の未来を描き、共有し、いまの子ども

たちが将来まちづくりのバトンを握るときまでに、「住み続けたい」と思うことができ

る養父市づくりに努力し、次世代に向けたメッセージを伝えていくことが大切です。  

■居空間構想を構成する考え方 

豊かな生活を実現するために必要な「つながり人口」 

地方創生の取組の中では、国全体として人口減少を“和らげる”ことが将来像として

示されていますが、養父市の中でも新しい時代にふさわしい人口の在り方を考え、人

口減少への対応を明確にしなければなりません。多くの地域課題が養父市内の人だけ

で解決できない現状において、「養父市とつながりを持ちたい」と考えてくれる「つな

がり人口」を創出し、まちづくりの輪を広げていくことが重要です。  

 

「無限に広がる空間のなかで“つながる”」という世界観 

急速なデジタル技術の進展はリアルな空間・場を越えて市内の人々はもちろんのこ

と市内外の人々がつながる社会を可能にします。養父市は兵庫県の但馬の中に位置し

ていますが、「際（きわ）」がなくなったデジタル社会では、無限に広がる空間のなかに

位置しています。デジタルを、私たちの豊かな暮らしに必要な部分に上手く取り入れ

ながら「空間」という世界観の中で、“多様なつながり”を創出していく姿を描いてい

ます。 
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居 空 間 
【いくうかん】 

 

 

 

・互いに「理解し合う、協力し合う」ことを感じる空間 

市内外に住む市民が相互扶助の精神に基づき、支え合う場です。  

 

・豊かな自然や環境への配慮と文化・伝統の 
「分かち合い」を感じる空間 

豊かな自然環境への配慮、文化伝統を維持し、創意工夫から新たな価値を生

み出す場です。 

 

・先端技術で「出会い、つながり」を感じられる空間 

市外に住む市民も持続的につながりを持ちたくなる、交流の場です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい社会への移行期にある今、まちづくりは市内の市民や企業、そして養父市に訪れる人や

企業等と取り組むべきものです。それぞれの様々な挑戦、実践を通して、この計画が“養父市の

将来をつくる計画”と考えること、また、将来への多様な道筋を市民、企業、養父市とのつなが

りを持つ人々と共に考えることが重要です。2050 年の養父市が、市内外に住むあらゆる人にと

って「居心地がよい」、「住み続けたい」と感じられる「場」、「空間」としての「居空間（いくう

かん)」を育むことにより、持続可能な養父市を目指します。  
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２ 「将来希望人口」と「つながり人口」 

2-1 将来希望人口 

これからの養父市を描くに当たっては、「人口減少の歯止め」という一方向の目標にとどまら

ず、「人と地域のつながり」の多様性と豊かさに着目する必要があります。引き続き人口減少の

課題に向き合いつつ、定住者だけでなく地域と多様に関わる人々＝「つながり人口」を育みな

がら、地域の価値を高めることで、持続可能な地域社会を次世代へと引き継いでいきます。  

今後は「未来の養父市への投資」を引き続き積極的に展開していくと同時に、「未来の養父市

への投資」によって生み出された芽を生かし、地域に根ざした産業・人材・暮らしを育てるフ

ェーズです。 

これらの視点を踏まえ、2050 年の養父市の将来希望人口を 13,000 人に設定します。その

達成手段として、移住定住、少子化対策だけでなく、多様な交流や関わり、地域内経済循環の

創出に果敢に取り組んでいきます。 

 

（養父市の将来人口推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2 つながり人口 

人口減少、少子化、高齢化等によ

り、まちの活力が失われてしまうと、

負のスパイラルから抜け出すことが

できなくなってしまいます。このよ

うな状況にならないように活力の維

持をしなければなりません。 

活力の維持のために「つながり人

口」を拡大させていきます。「つなが

り人口」は、関係人口を一歩前進さ

せて、地域活動にも参画する人々の

ことを指します。 

今後は、養父市の実人口（市内在

住者）とつながり人口の協働により、

魅力的なまちづくりを展開し、移住

定住の可能性を高めていきます。 

 

2050 年時点の将来希望人口：約 13,000 人 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2065年 2070年

国立社会保障・

人口問題研究所

推計値（2024）

22,129 19,998 18,185 16,440 14,762 13,189 11,692 10,305 9,034 7,863 6,801

養父市推計人口 22,129 19,998 18,296 16,736 15,341 14,039 12,735 11,500 10,373 9,369 8,493
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３  2030 年の養父市 

～まちづくり計画が掲げる養父市の将来像～ 

   

持続可能な養父市を次世代へつなぐための第一歩として、本計画が掲げる養父市の将来像を

以下のとおり設定しました。 

 

3-1 将来像 

 

豊かで持続可能なスマートヴィレッジの共創 

 

「心の豊かさ」を大切にしたまちづくりへ 

私たち養父市民は、先人のたゆまぬ努力により培われてきたまち・農村の伝統文化、自然環境

などの多様な地域資源を愛着や誇りをもって守り、さらに次代へ向けて大きく育て、次世代を担

う子どもたちへつないでいくことが大切であると考えます。「豊かさ」のものさしは人それぞれ違

うかもしれませんが、「居空間」の創造に向けて、豊かな心をもつ人々が、理解し合い、協力し合

うことにより多様なつながりを創っていくことが重要です。  

 

養父市を「持続可能なまち」へ 

そして、いつまでも住み続けられる、住み続けたいと思える地域を築いていかなければなりま

せん。気候変動、人権、経済成長など、養父市が生活の中で直面する問題から養父市にとどまら

ない問題に幅広く対応していくためにも、経済・社会・環境に配慮した新しい中山間地域の創造

を目指し、先人が創り上げてきた農ある地域社会の文化・伝統を生かした、養父市にとどまらな

い多彩な人による共創のまちづくりを行っていくことが大切です。  

 

目指すはスマート（賢く・活発）ヴィレッジ（農村・田舎） 

急速に進む最先端のデジタル技術は、中山間地域にこそ必要なものだと考え、私たちの基本的

な生活を守るために有効に活用していくことが重要です。それは決して私たちの生活を劇的に変

えるものではないかもしれませんが、養父市に住む人々の「人の温かみ」を大切にしながら、必

要なところに上手く「最先端のデジタル技術」を取り入れ、賢く、活発な田舎として様々な挑戦

ができるまちづくりを目指します。 

 

「みんなが挑戦心をもって」輝かしい中山間地域の創造へ 

持続可能な地域社会を創造するため、多様な人の挑戦を支援•応援できる基盤整備のもと、誰も

がそれぞれの個性を生かした取組に挑戦できるまちを目指します。一人ひとりが魅力的な“やぶ

ぐらし”を創造することが未来のまちづくりを担う子どもたちへの大きなメッセージとなります。 
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3-2 将来像を実現する３つの柱 

下記の図は、将来像（2030 年の養父市）に掲げた豊かで持続可能なスマートヴィレッジを共

創している姿を現しています。これらの根底に「先人から培った養父市に根付く挑戦心あふれる

土壌」が生み出されており、常に新たな価値創造に向けて歩み続けています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々なつながりのもと、持続可能なスマートヴィレッジ
の共創に向けて挑戦し、市民一人ひとりが魅力的な“やぶ

ぐらし”を創造しています。 

 

多様な人・コミュニティがパートナーシップのもと様々
な活動を展開するとともに、大人も子どもも学びにあふ
れる環境を創り出しています。 

 

地域の発展を支えるため、様々な挑戦を支える基盤整備
に取り組むとともに、基本的な生活を新たなステージへ
導いています。 

 

 

3-3 ３つの柱を成長させる６つの政策 

３つの柱は、養父市を構成する様々な分野に相互に関わっていることから、３つの柱を成長さ

せるために第２期基本計画では新たに６つの政策を設定しました。 

６つの政策は、タウンミーティングや市民アンケートの内容から市の目指す姿を意識しながら

「心の豊かさ」「持続可能性」「スマート」「挑戦心」などの視点を踏まえて整理したものです。 

  

市民 

地域 

公共 
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第２期基本計画 
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１  基本計画の体系 

 

将来像を具現化していくために、次ページ以降のような体系を定めました。 

市の中心的な政策の柱となる「今後 10 年間の取り組むべき３つの柱」を踏まえて、これから

の第２期基本計画の５年間の行動ベースとなる「６つの政策」を配置し、その推進分野として主

要施策を設定しています。 

また、幅広い分野にわたり共通的に取り組む必要があるという考え方として“「伝える」から「伝

わる」情報発信”を「横断的な行動指針」に位置付けました。 

これは、情報発信が目的化することを防ぎ、市民の理解や同意、共感を得られるといった「伝

わる」情報発信を目指すというものです。 
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政策１ みんなが支える教育・子育て環境のまち 

数値目標：地域全体が子育てや教育を支えていると感じ

る人の割合 

令和７年度実績から+3％ 

政策と数値目標 

1-１ 確かな学力・主体的に学ぶ態度の育成 1-4 つながりが支える子育て環境 

1-2 特色のある学校教育の推進 1-5 市民文化の創造の促進 

1-3 学校教育環境の整備充実 1-6 図書館機能の充実 

2-１ 公民館活動の充実 2-3 災害に強いまちづくりの推進 

2-4 安全安心な暮らしを守る対策 

3-１ 安心できる地域医療の確保 3-4 介護予防の充実と介護保険制度の円滑 

な運営 

3-2 健康・体力づくりの推進 

3-5 社会的処方の推進 

3-3 地域福祉の充実 

2-2 ライフデザインを描き充実した暮らしの 

実現 

主  要  施  策  
横断的 

行動指針 

「
伝
え
る
」
か
ら
「
伝
わ
る
」
情
報
発
信 

 

 

豊かで 

持続可能な 

スマート 

ヴィレッジ 

の共創 

将来像 

市 
 

民 

地 
 

域 

公 
 

共 

全体目標 
 

 

・出生数 100 人/年 

 

現状値:88 人 

→目標値：100 人 

 

 

・養父市に住み続けたい 

と思う人の割合 

 

現状値:63％ 

→目標値：66％ 

政策 2 つながりが織りなす安全安心で 

笑顔があふれるまち 

数値目標：暮らしの中で異なる世代の人とつながり、付き

合いがある人の割合 

現状値：64.9％→目標値：68％ 

政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを 

実感できるまち 

数値目標：自分らしく暮らしていると思う人の割合 

現状値：69.5％→目標値：73％ 

4-１ 力強い農業経営の実現 4-5 商工振興と雇用創出の推進 

4-2 農産物のブランド力の向上 4-6 観光振興の推進 

4-3 有害鳥獣対策の推進 4-7 創意工夫によるふるさと納税の推進 

4-4 林業活性化の推進 4-8 外部人材の登用 

政策４ 地域資源の活用や創意工夫により 

働く人がキラリと光る挑戦しやすいまち 

数値目標：誇りややりがい、次世代につなぐ意識をもって

働いている人の割合 

令和 7 年度実績から+3％ 

5-１ 計画的な土地利用の実現 5-4 計画的な地籍調査の実施 

5-2 公共交通の充実 5-5 上下水道事業の充実 

5-3 道路管理の徹底 5-6 環境にやさしいまちの推進 

政策 5 ふるさとの原風景と快適な都市基盤が 

調和した住みやすいまち 

数値目標：公共交通や生活基盤に安心感を持っている 

人の割合 

令和 7 年度実績から+3％ 

6-１ 協働のまちづくりの確立 6-4 選挙の適正な執行と投票機会の確保 

6-5 市税の適正な賦課徴収 

6-3 健全で効率的な行財政運営の実施 6-6 情報の発信 

6-2 ICTの利活用による市民サービスの 

向上 

政策 6 参画と協働で進める行政経営のまち 

数値目標：まちづくり活動に参画している人の割合 

令和７年度実績から+3％ 
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政策１ みんなが支える教育・子育て環境のまち 

地域の未来を担う子どもたちが、自分らしく学び、のびのびと成長できるよう、家庭や地域、行

政が力を合わせて、安心して子育てできる環境づくりと心が豊かに育つまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 確かな学力・主体的に学ぶ態度の育成 
知識・技能を活用し、自ら課題を見つけ、ともに学び合い「在りたい未来」の実現に

向けて挑戦を続けている 

1-2 特色のある学校教育の推進 
学校・家庭・地域が協働し、地域資源・地域人材の本物に触れる学びやふるさとへの

思いを育む学びなど、生きる力の礎となる学びが展開されている 

1-3 学校教育環境の整備充実 
一人ひとりに目が行き届き、安全安心で快適な学習環境が整えられている 

1-4 つながりが支える子育て環境 
市民が安心して子どもを育てられる環境を身近に感じ、地域とつながりながら学び、

遊び、支え合うことができている 

1-5 市民文化の創造の促進 
文化芸術を推進し、心の豊かさやコミュニティの充実を図ることで、ひとが元気にな

り、まちが元気になる 

1-6 図書館機能の充実 
市民が読書や学びに親しむことができるように図書館の機能が適切に生かせている 

 少人数で一人ひとりに寄り添う教育環境 

 地域と連携した特色ある学び、ICT 活用 

 子育て支援が充実し、安心して育てられる 

 地域ごとに伝統行事が継承されている 

 

 「子育て環境が良い」は６位(18 項目中) 

 「教育環境が良い」は９位(18 項目中) 

 「文化芸術活動の魅力を感じる」は約 4 割 

 求められる施策では「つながり支える子育て」が

４位 

  

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

⚫ 教育環境と市全体が支える子育て支援の強化が必要 

⚫ 郷土愛の醸成や世代間交流を通じた学び・育ちの機会を広げることが必要 

⚫ 地域の魅力発信と暮らしやすさを両立できる環境整備が必要 

身近なまちの課題 

目指す姿 

⚫ 子ども一人ひとりが学びや成長の機会を十分に得られ、安心して子育てができている 

⚫ 学びの楽しさや郷土愛の育成により、自己肯定感や満足感につながっている 

⚫ 移住者や若者も含め、全世代が「ここに住んで良かった」と感じられている 

ウェルビーイングの視点 



 

17 

政策２ つながりが織りなす安全安心で笑顔があふれるまち 

地域のことを市民自らが考え、解決に向けた主体的な行動ができるよう、人と人とのつながりを

大切に、地域全体で支え合いながら安全に安心して暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 公民館活動の充実 

公民館に市民が気軽に集い、学び合い、交流しながら世代を越えて人のつながりと生

きがいが育まれている 

2-2 ライフデザインを描き充実した暮らしの実現 

一人ひとりが自分らしい生き方を選び、地域の人や自然とつながりながら、学び・働

き・暮らしを通じ充実した人生を実現している 

2-3 災害に強いまちづくりの推進 

地域全体で災害に備え、助け合いができている 

2-4 安全安心な暮らしを守る対策 

犯罪や交通事故から身を守り、見守りや支え合いによって安全に生活ができている 

 山や森に囲まれ、空気・水がきれいで静か 

 住環境がよい、自家用車があれば移動も便利 

 地域のつながり・交流の豊かさを感じる 

 地域での防災活動が定着している 

 

 「犯罪等が少なく安全」は 2 位(18 項目中) 

 「自然災害のリスクが低い」は８位(18 項目中) 

 求められる施策では「安全安心なまち」が 2 位 

 「主体的な見守り行動をしている」は約 3 割 

 自分らしく暮らしている人の割合は約７割 

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

 

⚫ 若者・子育て世代の定住・居場所づくりが必要 

⚫ 防災・防犯対策など、生活の安全・利便性を支える基盤整備が必要 

⚫ 世代や性別にこだわらない趣味や学習、交流の場の充実が必要 

身近なまちの課題 

目指す姿 

⚫ 自分らしい暮らしや活動ができ、満足感や生活の質の向上につながっている 

⚫ 安全・健康に暮らせる環境が整っている 

⚫ 地域コミュニティとのつながり、世代間交流が盛んであり安心できる居場所がある 

ウェルビーイングの視点 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 

誰もが安心して医療や福祉を受けられ、介護予防や健康づくりに参加できる環境を整えます。世

代を越えた交流と支え合いにより、心身ともに元気に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医療体制が整い、総合病院も近くて安心 

 「毎日元気でクラス」の取組が広がっている 

 自治会や民生委員、社協が中心となる地域

の支え合い活動がある 

 介護サービスは充実している（介護保険料は

高い） 

  

 「親族友人が近くにいる」「近所付き合いがあり

安心」が３・4 位(18 項目中) 

 「医療・福祉サービスの充実」は７位(18 項目中) 

 「多世代のつながりを感じる」は約６割 

 求められる施策では「生涯健康的に過ごせる

環境」が１位 

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

⚫ 安心して受けられる医療体制や医療機関までの移動手段・交通アクセスの改善が必要 

⚫ ライフステージで切れ目のない支援を提供し、安心して暮らせる取組の強化が必要 

⚫ 介護等が必要になっても住み慣れた地域で暮らしていける支援の充実が必要 

身近なまちの課題 

3-1 安心できる地域医療の確保 
誰もが必要な時に安心して医療を受けられている 

3-2 健康・体力づくりの推進 
世代を越えた交流や予防活動が広がり、元気に暮らすことができている 

楽しみながら運動やスポーツに取り組み、健康づくりや仲間づくりができている 

3-3 地域福祉の充実 
地域全体で支え合う環境が整っており、住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮ら

し続けられている 

3-4 介護予防の充実と介護保険制度の円滑な運営 
地域の多様な主体が連携し、介護が必要になる前から予防や支援に取り組んでおり、

自立した生活ができている 

3-5 社会的処方の推進 
多様なコミュニティや社会資源に人がつながり、孤立せず健やかに自分らしく暮らせ

ている 

目指す姿 

⚫ 「健康に暮らせる安心感」を実感できている 

⚫ 子育て世帯や高齢者・障がい者も安心して生活でき「幸福感」が感じられている 

⚫ 異世代間交流や地域活動への参加で「居場所感・連帯感」が生まれる 

ウェルビーイングの視点 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る挑戦 

しやすいまち 

働く人が働きがいを感じられるよう、農林業や商工、観光などの地域資源を生かし、多様な働き

方やつながり、新たな挑戦によって産業の活性化を進め、賑わいあふれるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農林業や特産品の魅力が高い 

 長寿企業が多く、事業継承に努力している 

 地域の魅力を生かして仕事や交流ができる 

 氷ノ山をはじめ、多くの自然と多くの観光資源

がある 

 

 「望む仕事をしている」は 12 位(18 項目中) 

 「通勤通学の利便性」は 14 位(18 項目中) 

 「観光客等の増加を感じない」は人は約８割 

 求められる施策では「地域価値を生かした仕

事づくり」は 3 位 

  

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

⚫ 若者が魅力を感じる雇用環境の整備が必要 

⚫ 様々な地域資源を生かした経済基盤を強化し、地域産業を次世代につなげることが必要 

⚫ 自然環境や地域資源のさらなる情報発信が必要 

身近なまちの課題 

4-1 力強い農業経営の実現 
多様な農地の担い手により、農地や周辺環境が適切に保全され、農業・農村が有する

多面的機能が発揮されている 

4-2 農産物のブランド力の向上 
養父市の強みである農産物の認知度が更に向上し差別化が図られることで、生産者の

所得が向上し、人が集まり生産が持続的に発展している 

4-3 有害鳥獣対策の推進 
地域全体で有害鳥獣の被害情報が共有・管理され、被害を最小限に抑えられている 

4-4 林業活性化の推進 
地域の森林資源を活用できる持続可能な体制と若者や移住者の新規就業を創出し、地

域の活性化につながっている 

4-5 商工振興と雇用創出の推進 
地域の活性化を実感し、誇りややりがいをもって働くことができている 

4-6 観光振興の推進 
自然と歴史・文化の魅力が生かされ、地域へにぎわいを生み出している 

4-7 創意工夫によるふるさと納税の推進 
寄附を通してつながる喜びや共感、関心を集めている 

若者支援、子育て、自然環境保全など多彩な地方創生プロジェクトに対し、多くの方々
から応援が得られている 

4-8 外部人材の登用 
外部人材が持つ発想力、経験、専門的な知見等と市の魅力や特産、市内人材など地域

資源を融合させ、チャレンジングな事業が次々に生まれている 

目指す姿 

⚫ 自らの能力や知識を生かして地元で安定して働いており、充実した生活を過ごしている 

⚫ 農業・林業など地域の伝統や自然を生かして働くことで、地域への愛着や誇りが育まれている 

⚫ 地域の魅力を発信し、共有体験を通して、自分の暮らす場所への満足感や誇りが育まれている 

ウェルビーイングの視点 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 

豊かな自然環境を次世代へ引き継ぎながら、道路や上下水道、公共交通などの生活基盤の充実を

図り、安全安心で快適に暮らせる、住んでみたい・住み続けたいと思えるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 デマンド交通、やぶくるなど市に合った公共交

通が整備されている（タクシー助成等もある） 

 道路整備が進み車があればどこでも行きやすい 

 空き家バンクにより空き家が活用されている 

 生活基盤と自然・文化の魅力が調和している 

 「交通の便が良い」は 16 位 

 「緑や田園が多く自然環境が良い」は 1 位 

 「公共サービス・施設が整っている」は 10 位 

 「公園や遊び場が整備されている」は 17 位 

※全て 18 項目中の順位です。 

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

⚫ 分譲宅地など住宅施策の充実や空き家を活用した地域の活性化が必要 

⚫ 公園や雨天時の遊び場など子どもたちが地域で安心して過ごせる居場所が必要 

⚫ 移動手段やインフラ整備の改善など安全・安心に暮らせる環境改善が必要 

身近なまちの課題 

5-1 計画的な土地利用の実現 

中心市街地、住居地域、歴史・自然緑地などがバランスよく配置され、これらをつな

ぐネットワークが整備されている 

5-2 公共交通の充実 

新技術の導入や地域ニーズに応じた公共交通が整備されている 

5-3 道路管理の徹底 

住民が安心して移動でき、来訪者や観光客が訪れやすいまちとなっている 

5-4 計画的な地籍調査の実施 

地籍情報が整備され、地域資源が有効利用できている 

5-5 上下水道事業の充実 

安全安心で快適な水道水を利用でき、衛生的な暮らしを支える下水道が適切に維持さ

れている 

5-6 環境にやさしいまちの推進 

人と自然が共に生きる循環型社会が実現している 

目指す姿 

⚫ 住む場所の選択肢が広がり、安心した暮らしが整うことで幸福感が向上している 

⚫ お気に入りの居場所があり、社会的なつながりのある生活の満足度が高まっている 

⚫ 公共交通や生活基盤が整っており、暮らしが安定している 

⚫  

ウェルビーイングの視点 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 

市民が自ら関わり、意見を出し合いながら便利で安心なサービスを受けられる環境を整えます。

公平で持続可能な財政運営と地域の魅力発信を通じ、みんなで行うまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 自治協の活動が充実している 

 歩数ポイントで高齢者もデジタルを使っている 

 地域活動や交流、支え合いの意識が強い 

 様々な取組が行われている（反面、情報発

信が不足している） 

 

 「市の魅力を情報発信している人」は約 1 割 

 「市政に関心ある人」は約５割 

 「意見が市政に反映されていると感じる人」は

1 割未満 

 

ワークショップから見る魅力（市民意見） 市民アンケートから見る生活実感・満足度 

⚫ デジタル施策や情報発信を世代に合わせて最適化する行政サービスの提供が必要 

⚫ 多様な市民が「まちづくりに関われる」と感じられる仕組みを作ることが必要 

⚫ つながり人口や関係人口など外部から参画してくれる人を増やす仕組みが必要 

身近なまちの課題 

6-1 協働のまちづくりの確立 

地域の取組や活動が共有され、世代や立場を越えて市民が主体的に関わっている 

6-2 ICT の利活用による市民サービスの向上 

ICT や先進技術を活用し、誰でも便利に利用できる環境を整備し、デジタル化の恩恵

を享受できる 

6-3 健全で効率的な行財政運営の実施 

効率的で信頼される行政運営が行われている 

6-4 選挙の適正な執行と投票機会の確保 

透明で公正な選挙が行われており、多くの市民が投票している 

6-5 市税の適正な賦課徴収 

正確な課税と着実な徴収で安定した財政運営が行われている 

6-6 情報の発信 

養父市の魅力が市内外に分かりやすく伝わるとともに、多様な発信ツールを通じて行

政と市民相互の情報共有を図ることで、行政への理解や関心が深まっている 

目指す姿 

⚫ 年齢や IT スキルにかかわらず、必要な情報や行政サービスにアクセスできる安心感がある 

⚫ 意見や活動がまちづくりに反映され、地域活動や多世代交流が増えている 

⚫ 誰も取り残されず、つながりと支えがあり、安心して健康に暮らせている 

ウェルビーイングの視点 
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２  第２期基本計画に記載する項目 

第２期基本計画は、基本構想における「養父市の将来像」を実現するため、「６つの政策」とそ

の手段である「主要施策」について、その具体的な内容を記載したものです。 

基本計画では、次の項目を記載しています。 

2-1 目指す姿 

この施策によって（５年後の）目指す姿を示しています。まず全体のイメージを簡潔な文章で

示し、併せて、評価の観点から、働きかける人やものなどの「対象」と対象をどのような状態に

するのかを示す「意図」に分けて整理しています。 

2-2 目標とする指標 

各施策の目指す姿の達成状況を測る指標です。各指標について把握できる最新の値（現状値）

と第２期基本計画期間に目指す目標値を示しています。  

2-3 主な取組 

主要施策を達成するため、第２期基本計画期間に市が取り組む主な取組内容を記載しています。 

2-4 タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

主要施策の目的を達成するための市の取組に加えて、タウンミーティングの参加者からのご意

見や市民アンケート等のご意見を記載しています。 
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2-5 ＳＤＧｓ 

各施策に該当する SDGs（エス・ディ・ジーズ、Sustainable Development Goals）のどのゴ

ールに主に関連するかを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.貧困をなくそう 
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を
終わらせる。  

  
10.人や国の不平等をなくそう 
各国内および各国間の不平等を是正す
る。 

 

 

 

2.飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄
養改善を実現し、持続可能な農業を促進
する。 

  11.住み続けられるまちづくりを 
包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）
で持続可能な都市および人間居住を実
現する。 

 

 

 

3.すべての人に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的
な生活を確保し、福祉を促進する。 

  

12.つくる責任 つかう責任 
持続可能な生産消費形態を確保する。 

 

 

 

4.質の高い教育をみんなに 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高
い教育を確保し生涯学習の機会を促進
する。 

  
13.気候変動に具体的な対策を 
気候変動およびその影響を軽減するた
めの緊急対策を講じる。 

 

 

 

5.ジェンダー平等を実現しよう 
ジェンダー平等を達成し、すべての女性
および女児の能力強化を行う。 

  
14.海の豊かさを守ろう 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源
を保全し、持続可能な形で利用する。 

 

 

 

6.安全な水とトイレを世界中に 
すべての人々の水と衛生の利用可能性
と持続可能な管理を確保する。 

  15.陸の豊かさも守ろう 
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利
用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠
化への対処、ならびに土地の劣化の阻
止・回復および生物多様性の損失を阻止
する。  

 

 

 

7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに 
すべての人々の、安価かつ信頼できる持
続可能な近代的エネルギーへのアクセ
スを確保する。 

  16.平和と公正をすべての人に 
持続可能な開発のための平和で包摂的
な社会を促進し、すべての人々に司法へ
のアクセスを提供し、あらゆるレベルに
おいて効果的で説明責任のある包摂的
な制度を構築する。  
 

 

 

 

8.働きがいも経済成長も 
包摂的かつ持続可能な経済成長および
すべての人々の完全かつ生産的雇用と
働きがいのある人間らしい雇用（ディー
セント・ワーク）を促進する。  
 

  
17.パートナーシップで目標を達成しよう 
持続可能な開発のための実施手段を強
化し、グローバル・パートナーシップを
活性化する。 

 

 

9.産業と技術革新の基盤をつくろう 
強靭（レジリエント）なインフラ構築、
包摂的かつ持続可能な産業化の促進お
よびイノベーションの推進を図る。  

  

 

SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略で、2015年に国連サミットで採択さ

れた「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に基づく国際目標です。2030 年までに

誰一人取り残さない持続可能な社会の実現を目指すため、先進国・途上国を問わず、日本も

積極的に取組を進めています。 

SDGsの 17の目標 
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政策１ 

みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

 1-1 確かな学力・主体的に学ぶ態度の育成 

 1-2 特色のある学校教育の推進 

 1-3 学校教育環境の整備充実 

 1-4 つながりが支える子育て環境 

 1-5 市民文化の創造の促進 

 1-6 図書館機能の充実   
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-1  確かな学力・主体的に学ぶ態度の育成 

目指す姿 

知識・技能を活用し、自ら課題を見つけ、ともに学び合い「在

りたい未来」の実現に向けて挑戦を続けている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①自分で考え、自分から取り組んでいる児童生徒の割合 
小：78.9％ 

中：73.8％ 

小：90％ 

中：90％ 

①自分の考えを深め新たな考え方に気づく児童生徒の割合 
小：82.3％ 

中：81.1％ 

小：90％ 

中：90％ 

②将来の夢や目標を持つ児童生徒の割合 
小：87.1％ 

中：65.3％ 

小：90％ 

中：80％ 

②トライやる・ウィークでの充実を感じる生徒の割合 89％ 90％ 

市の主な取組 

① 主体的に考える教育の充実 

個別最適な学びと協働的な学びを一体的に進めるとともに、ICTを活用しながら探

究的・総合的な学習活動を充実させ、児童生徒の主体的思考と行動力を育みます。 

 

② 将来を考える力を育てる教育 

キャリア教育や体験活動を通じて、児童生徒が主体的に考え行動できる力を育み、

「在りたい未来」を自分で創造できる学びの環境を整えます。 

 

 

【関連する計画】 
養父市こども計画、第 4 期養父市教育振興基本計画 

【関 連 課】こども学び課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・人生の先輩方の人生の歩き方をしっかり伝えよう！ 
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-2  特色のある学校教育の推進 

目指す姿 

学校・家庭・地域が協働し、地域資源・地域人材の本物に触れ

る学びやふるさとへの思いを育む学びなど、生きる力の礎とな

る学びが展開されている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①特色ある学校教育活動に満足していると感じる 

関係者の割合 
未測定 

「特色ある教育」アンケート 

項目で市内全校80％以上 

市の主な取組 

① 地域とともにある学校づくり 

「やぶ・ふるさとキャリア教育」や「YABUスクールチャレンジ事業」、自然学

校、トライやる・ウィークなどの体験活動、学校・家庭・地域連携を通して、それ

ぞれの地域が持つ特色を生かした学校教育を推進することで子どもたちのふるさと

を愛する心や地域参画力を高めます。 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する計画】 
養父市こども計画、第 4 期養父市教育振興基本計画 

【関 連 課】こども学び課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・オンラインで教育サポートをする。 

・さすが養父市出身‼と思われるよう、何もないところから何かを産み出すような考える教育を

サポートする。 

・授業に自然環境を取り入れ、広く目を向けられる環境を支援する。   
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-3  学校教育環境の整備充実 

目指す姿 

一人ひとりに目が行き届き、安全安心で快適な学習環境が整え

られている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①長寿命化計画による整備、改修等の進捗率 

小学校・義務教育学校

前期課程： 16.4％ 

中学校・義務教育学校

後期課程： 3.7％ 

小学校・義務教育学校

前期課程：100.0％ 

中学校・義務教育学校

後期課程：100％ 

②学校給食の市内産食材（野菜・米）の使用率 
野菜：27.2% 

米：99.5％ 

野菜：30％ 

米：100％ 

市の主な取組 

① 学校教育施設等の整備・維持管理 

学校施設や ICT 環境、教材や支援員を整え、安心して学べる環境と地域で共有でき

る魅力ある学校づくりを進めます。 

 

② 安全安心な学校給食の提供 

安全で安心な栄養バランスの取れた給食を提供するとともに、季節感や地産地消の

取組を通じて郷土愛を育みます。 

 

 

 

 

【関連する計画】 
養父市こども計画、第 4 期養父市教育振興基本計画、養父市食育推進計画(第 4 次) 

【関 連 課】教育課、学校給食センター 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・市全体で発信、アピールする。地域が学校の取組を応援する。 

・（学校給食について）自分たちも多くの人に分かりやすく良さを発信する。  
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-4  つながりが支える子育て環境 

目指す姿 

市民が安心して子どもを育てられる環境を身近に感じ、地域と

つながりながら学び、遊び、支え合うことができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①この地域で子育てをしたいと思う親の割合 97.0％ 97％以上 

①困った時に他者に頼れる親の割合 95.8％ 96％以上 

①居場所（地域子育て支援拠点など）に関する満足度 未測定 80％以上 

①特別な支援を必要とする子どもへの相談件数 384件 400件以上 

市の主な取組 

① 子育て環境の充実 

妊娠・出産から子育て、教育、就労、福祉まで、全ての子どもと家庭を社会全体で

支える「こどもまんなか社会」の実現に向けて、切れ目のない支援体制を整備します。 

また、一人ひとりの子どもとその家族の状況やニーズに応じた伴走型支援を推進す

るともに、子育て家庭が地域とつながりながら安心して過ごせる多世代の居場所づく

りと地域社会で支え合うまちづくりを目指します。 

 

【関連する計画】 
養父市こども計画 

【関 連 課】子育て応援課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・養父市ワンチームで子育て支援をする。 

・地域住民が地域の魅力を再認識する。 

・子育てしやすいよー”をもっともっと PR する。  
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-5  市民文化の創造の促進 

目指す姿 

文化芸術を推進し、心の豊かさやコミュニティの充実を図るこ

とで、ひとが元気になり、まちが元気になる 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①文化芸術イベントの来場者数 15,067人/年 18,000人/年 

市の主な取組 

① 文化芸術に触れる機会の充実 

子どもから大人まで、全ての世代が文化芸術に関心を持ち、幅広い文化芸術に触れ

ることができるように、気軽に参加できる機会を充実します。鑑賞するだけでなく、

市民が主体となり、文化芸術を創造し、表現することにより、地域の文化活動の活性

化と底上げを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する計画】 

やぶ市民交流広場を新しい出会いの場とするための基本計画 

【関 連 課】まちづくり文化交流課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・音楽などの文化活動にふれる機会をもっと多く作り、参加する。 

・芸術家の卵を集めて育成（応援）する。   
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政策 1 みんなが支える教育・子育て環境のまち 
 

施 策 

1-6  図書館機能の充実 

目指す姿 

市民が読書や学びに親しむことができるように図書館の機能が

適切に生かせている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①総貸出冊数 72,436冊/年 74,000冊/年 

①一人当たりの貸出冊数 3.69冊/年 3.80冊/年 

市の主な取組 

① 図書館利用の促進 

市民のニーズや地域課題に応じた選書や読書バリアフリー等の取組を推進すると

ともに、紙と電子の両書籍を有機的・選択的に活用できる環境を整備し、市民がいつ

でもどこでも多様な形で読書や学びに親しめる環境を整えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】公民館 
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政策2 

つながりが織りなす安全安心で 

笑顔があふれるまち 
 

 2-1 公民館活動の充実 

 2-2 ライフデザインを描き充実した暮らしの実現 

 2-3 災害に強いまちづくりの推進 

 2-4 安全安心な暮らしを守る対策 
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政策２ つながりが織りなす安全安心で笑顔があふれるまち 
 

施 策 

2-1  公民館活動の充実 

目指す姿 

公民館に市民が気軽に集い、学び合い、交流しながら世代を越

えて人のつながりと生きがいが育まれている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①生涯学習関連講座参加者数 865人/年 950人/年 

①文化祭・芸能祭の参加（出展・出場）者数 4,517人 4,600人 

市の主な取組 

① 活動団体の取組支援 

市民が公民館や交流施設を活用し、健康・学習・趣味活動の場を広げるとともに、

成果を発表する機会の充実を図ることで生きがいや地域のつながりを感じられる環

境を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】公民館 

  



 

33 

政策２ つながりが織りなす安全安心で笑顔があふれるまち 
 

施 策 

2-2 ライフデザインを描き充実した暮らしの実現 

目指す姿 

一人ひとりが自分らしい生き方を選び、地域の人や自然とつな

がりながら、学び・働き・暮らしを通じ充実した人生を実現し

ている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①出会いイベント等の参加満足度 未測定 R7の10％増 

②将来ふるさとに住みたいと感じる生徒（高校生）の割合 6.3％ 12％ 

③将来Ｕターンしようと思っている人（大学生等）の割合 30％ 35％ 

④移住（住宅）支援制度活用し、定住した人の数 103人 120人以上 

市の主な取組 

① 多様な価値観とライフデザイン形成の尊重 

仕事や働き方、結婚や子育て、暮らし方など、様々な価値観を尊重し、自分らしい

生き方や家族のあり方を主体的に実現できる環境を整えます。  

 

② 企業・社会人と教育機関、行政が連携したキャリア形成支援 

養父市等で活躍する若者・人づくりに取り組みます。中高生や大学生等を対象に、

進路進学や職業、自身のライフデザインを考える機会を捉え、キャリア形成の支援を

実施します。 

 

③ 心のつながり醸成 

地域コミュニティにおける交流の場、催し物などを通じて、人と人とのつながりを

育み、互いに支え合えるまちづくりを進めます。また、将来を担う子どもたちはもち

ろんのこと、進学後、または学校卒業後も様々なアプローチにより接点を持ち、温か

い心のつながりを維持します。 
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④ まちの魅力を発信 

美しい自然や景観、居心地がよく、安全で、快適な暮らしやすい生活環境など、養

父市の魅力を分かりやすく伝え、養父市が移住先や定住先として選ばれるまちのプロ

モーションを推進します。 

  

 

【関 連 課】やぶぐらし・地方創生課 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・リモートワークを推進して田舎に住んでもらう。良さを発信する。 

・新卒者のための『下宿』体験施設を、空き家を活用するなどして地域で開設する。 

・婚活イベントを企画し、参加を促す。 

・赤ちゃん先生の活動を復活する‼婚活や出産に前向きになれる取組でとても良かった。 

・パートナー制度の理解を深める。 
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政策２ つながりが織りなす安全安心で笑顔があふれるまち 
 

施 策 

2-3  災害に強いまちづくりの推進 

目指す姿 

地域全体で災害に備え、助け合いができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①一斉避難訓練の参加割合 45％ 50％ 

①防災関連出前講座の開催数 19回/年 22回/年 

②消防団の実団員数（消防団員と機能別消防団員の合計） 1,090人 1,200人以上 

市の主な取組 

① 防災減災体制の充実 

防災拠点や情報伝達手段を整備し、デジタル技術を活用した災害対応の迅速化・効

率化を進めます。また、防災リーダー育成や出前講座の充実、市民参加型の訓練実施

などにより、市民が主体となる防災意識の醸成を図って、誰ひとり取り残されない災

害に強い安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

 

② 消防体制の強化充実 

人口減少・少子高齢化の進展など社会情勢の変化を的確に把握して、より効率的・

効果的な消防団組織のあり方を探求し続け、さらなる処遇の改善と負担軽減を進めて

団員確保に努めます。また、平時からの巡回啓発や訓練の実施など、消防本部との連

携と協力をさらに深化し、より強固な消防体制を確立します。  

 

【関連する計画】 

養父市強靭化地域計画、養父市地域防災計画 

【関 連 課】防災安全課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・自分たちで安全な避難場所に早めに避難する。 

・年齢や性別に関係なく、初期消火訓練に取り組む。 

・声かけ避難、乗り合わせ避難をする。  
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政策２ つながりが織りなす安全安心で笑顔があふれるまち 
 

施 策 

2-4  安全安心な暮らしを守る対策 

目指す姿 

犯罪や交通事故から身を守り、見守りや支え合いによって安全

に生活ができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①見守り活動に参加する人の割合 29.2％ 35％ 

①交通事故や犯罪が少なく安全であると感じる人の割合 65.7％ 75％ 

②消費生活センターへの相談件数に対する救済件数の割合 14.1％ 20％ 

市の主な取組 

① 交通安全と防犯対策の推進 

警察、防犯協会、交通安全協会等の関係機関との連携を強化し、交通事故防止や歩

行者優先意識の徹底など交通安全思想の普及・浸透を図ります。  

市民の体感治安を低下させる特殊詐欺や空き巣等の被害を防止するため、出前講座

や防犯カメラの設置、地域住民による見守り活動の推進により市民の防犯意識を高め、

安全安心に暮らすことができるまちをつくります。 

 

② 良好な生活環境の確保 

出前講座や市広報やぶ、市ホームページ等による広報活動を通じて、悪質商法や訪

問販売等による消費トラブルに関する情報や解決方法を啓発し、市民の消費力を向上

させ、消費者被害発生時には可能な限り救済できるよう関係機関と連携し、安心・快

適に暮らせるまちをつくります。 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】市民課 
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政策３ 

誰もが健康的に暮らし 

ウェルビーイングを実感できるまち 
 

 3-1 安心できる地域医療の確保 

 3-2 健康・体力づくりの推進 

 3-3 地域福祉の充実 

 3-4 介護予防の充実と介護保険制度の 

円滑な運営 

 3-5 社会的処方の推進 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 
 

施 策 

3-1  安心できる地域医療の確保 

目指す姿 

誰もが必要なときに安心して医療を受けられている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①医療・福祉サービスが充実していると感じる人の割合 39.4% 40.0% 

市の主な取組 

① 医療提供体制の維持・確保 

市民が安心して医療サービスを利用できるよう、医師・医療従事者の確保とそれに

伴う支援や医療機関相互の連携強化を図り、適切に医療を提供するための体制整備に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】健康医療課 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 
 

施 策 

3-2  健康・体力づくりの推進 

目指す姿 

世代を越えた交流や予防活動が広がり、元気に暮らすことがで

きている 

楽しみながら運動やスポーツに取り組み、健康づくりや仲間づ

くりができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①平均自立期間（健康寿命の指標の一つで日常生活動作が 

自立している期間の平均のこと） 

男：79.8歳 

女：84.8歳 

（R4-6平均） 

男：80.3歳 

女：85.3歳 

①国保加入者の特定健診受診率 42.3％ 48.0％ 

②週１回以上スポーツに親しむ市民の割合 37.2％ 42.0％ 

市の主な取組 

① ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの推進 

地域全体で「誰一人取り残さない」健康づくりを推進し、生涯を通じた健康の維持・
増進と誰もが元気に安心して暮らせる地域を目指し、子どもから高齢者までの各世代
に応じた栄養・食生活、運動、口腔、休養・睡眠など、健康的な生活習慣の確立に向
けた支援と、生活習慣病の予防および重症化予防を推進します。 

② スポーツを通した健康・体力づくりの推進 
子どもから高齢者まで、市民一人ひとりが心身ともに健康で元気に暮らすため、ス

ポーツや運動を自主的に取り組むことができる環境を整備します。また、ライフステ
ージや興味、関心に対応したライフスタイルをつくるため、スポーツ・レクリエーシ

ョン等の活動場所や機会の提供によりスポーツ活動への参加を促進します。 

【関連する計画】 

健康やぶ 21、養父市スポーツ推進計画、養父市食育推進計画、第 4 次養父市地域福祉計画 

【関 連 課】健康医療課、100 年のまなび共創課 

用語説明 

※ライフコースアプローチ：一生を胎児期から高齢期に至るまで経時的に捉え、生涯を見通した
切れ目のない継続的な健康づくりを推進すること。 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 
 

施 策 

3-3  地域福祉の充実 

目指す姿 

地域全体で支え合う環境が整っており、住み慣れた地域で、自

分らしく安心して暮らし続けられている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①安心見守りネットワーク参加事業者数 61事業者 70事業者 

①福祉就労から一般就労への移行者数 3人 ６人 

①定期的に地域活動に参加している人の割合 未測定 R7+５％増 

①高齢者等優待乗車証の交付率 33.6％ 40％ 

①移動販売事業者のエリアカバー率（154行政区） 40％（62区） 50％（77区） 

②要援護者の就労または収入確保者の割合 40％ 50％ 

③認知症サポーター養成講座年間参加者数 
150人/年 

（R5-6の平均） 
170人/年 

③認知症カフェ年間参加者数 
930人/年 

(R5-6の平均） 
1,000人/年 

市の主な取組 

① 安心して暮らせる環境づくり 

市民、事業者、諸団体等と連携し高齢者や障がい者をはじめ、全ての人が社会参画

し、生きがいをもって、安心して暮らせる環境づくりを推進します。  

 

② 要援護者福祉の充実 

要援護者が地域で自立して生活できるよう、生活を立て直すための一時生活支援や

相談支援等による支援体制を充実し、多様なニーズに対応できる福祉環境の整備に取

り組みます。 
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③ 認知症施策の充実 

新しい認知症観※を啓発・普及するとともに、認知症になっても自分らしく希望を

持って暮らせるよう、認知症の人の声を起点とした地域づくりを市民全体で推進しま

す。 

 

 

 

【関連する計画】 

第 4 次養父市地域福祉計画 

【関 連 課】社会福祉課、社会的処方推進課 

 

用語説明 

※新しい認知症観：認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも一人

ひとりが個人としてできることややりたいことがあり、住み慣れた地域で希望をもって自分らし

く暮らし続けることができるという考え方 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 
 

施 策 

3-4  介護予防の充実と介護保険制度の円滑な運営 

目指す姿 

地域の多様な主体が連携し、介護が必要になる前から予防や支

援に取り組んでおり、自立した生活ができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①介護職員の安定的な確保のための助成制度 

利用者数 

就職祝金：1人/年 

資格取得補助金 

：1人/年 

就職祝金：5人/年 

資格取得補助金 

：5人/年 

②新規介護認定者（要介護１以上）の平均年齢 85.27歳 86歳 

市の主な取組 

① 介護サービス提供体制の維持確保 

今後の介護需要を踏まえ、介護サービスを維持していけるよう人材の確保に向けた

支援や介護サービスの適正化を推進し、介護サービス事業の安定化を図ります。 

 

② 介護予防の充実 

地域での介護予防、認知症予防の活動や情報提供を通じて、高齢者が元気で自立し

た生活を続けられるようにします。施設や在宅サービスも途切れなく利用でき、若い

世代との交流や地域の支え合いの仕組みで、安心して介護が受けられる環境を整えま

す。 

 

 

【関連する計画】 

第 4 次養父市地域福祉計画、養父市高齢者福祉計画、第 9 期介護保険事業計画 

【関 連 課】介護保険課、社会的処方推進課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・介護を地域で 

・もっと介護を自分自身の事として考える。 
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政策３ 誰もが健康的に暮らしウェルビーイングを実感できるまち 
 

施 策 

3-5  社会的処方の推進 

目指す姿 

多様なコミュニティや社会資源に人がつながり、孤立せず健や

かに自分らしく暮らせている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①孤独（望まない孤独）を感じることがある人の割合 37.5％ 35％ 

①上記のうち、支えてくれる人がいない人の割合 7.5％ 5.0％ 

市の主な取組 

① 本人中心の包括的支援体制の充実 

制度・事業中心の支援（ケア）から本人・世帯にあわせた支援（ケア）を重視した

包括的支援体制の充実を図ります。また、医療機関から孤立など生活面に課題を抱え

る住民の紹介を受け、健康面とあわせて個々の社会生活環境を改善するための相談支

援にも取り組みます。 

 

①多機関・多職種の連携強化 

医療、介護、福祉および地域に関わる多機関・多職種の顔の見える関係づくりを進

め、重層的な支援ができる体制・仕組みづくりを推進します。 

 

①住民主体の活動を促進 

住民が主体となった新たな活動を生み出すための取組を進めるとともに、社会的処

方の考え方を理解した市民リンクワーカーを育成します。  

 

【関連する計画】 

第 4 次養父市地域福祉計画、健康やぶ 21、養父市高齢者福祉計画、養父市こども計画、 

第 4 期養父市教育振興基本計画 

【関 連 課】社会的処方推進課、社会福祉課、健康医療課、介護保険課 

       子育て応援課、こども学び課 
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タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・自由に発言できる場所、コミュニティを大切にする。 

・他の人も認める。 

・区の活動を維持し、地域コミュニティの維持を図る。 

・行事、催事等できる限り参加していく。 

・自治協活動への参加を継続する。 

・ちょっと見守る活動やゆるい声かけ活動を続ける。 

・ボランティアキャリア登録（つながり、助け合い）する。 
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政策４ 

地域資源の活用や創意工夫により働く人が

キラリと光る挑戦しやすいまち 
 

 ４-1 力強い農業経営の実現 

 4-2 農産物のブランド力の向上 

 4-3 有害鳥獣対策の推進 

 4-4 林業活性化の推進 

 4-5 商工振興と雇用創出の推進 

 4-6 観光振興の推進 

 4-7 創意工夫によるふるさと納税の推進 

 4-8 外部人材の登用 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 
 

施 策 

4-1  力強い農業経営の実現 

目指す姿 

多様な農地の担い手により、農地や周辺環境が適切に保全され、農業・

農村が有する多面的機能が発揮されている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①認定（青年）農業者数 54人 60人 

①農地が集積している面積 238ha 413ha 

②地域計画策定の地区数 92地区 100地区 

②多面的機能支払交付金の制度取組数 60件 60件 

②中山間地域等直接支払交付金の制度取組数 30件 30件 

②遊休農地の面積 53.6ha 30ha 

市の主な取組 

① 農業の担い手確保・育成 

農業者の減少・高齢化が進む中、農業が持続的に展開されるよう、規模拡大を望む

農業者への農地集積を推進するとともに、次の世代を担う農業者の確保に取り組みま

す。また、重要な生産基盤である井堰や揚水機場等の更新整備、生産性の向上に資す

るほ場整備を受益者の意向・負担に配慮しつつ推進します。  

 

② 農地利用の最適化の推進 

地域ごとに策定された地域計画をより良いものに随時更新するとともに、未策定地

域については引き続き策定を推進します。また、農業委員会と連携した遊休農地の解

消や、日本型直接支払制度等を活用した農地・周辺環境の保全に取り組みます。  

 

【関連する計画】 

養父市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想、各地域農業経営基盤強化促進計画、

養父農業振興地域整備計画、農地等の利用の最適化の推進に関する指針 



 

47 

【関 連 課】農林振興課、農地政策課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・特区を活用した小水力発電の活用に向けて規制緩和を呼びかける。 

・地域の人たちが協力しあう。 

・もうかる農業を考える。もうかるビジョンを見せる。 

・農業機械のシェアの仕組みを地域で考える。 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 
 

施 策 

4-2  農産物のブランド力の向上 

目指す姿 

養父市の強みである農産物の認知度が更に向上し差別化が図ら

れることで、生産者の所得が向上し、人が集まり生産が持続的

に発展している 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①有機JAS認証者数 20人 25人 

①朝倉山椒苗木の支援本数 － 
現状から3,500本増加 

（年700本） 

①肉牛の飼育頭数 3,444頭 3,545頭 

市の主な取組 

① 農産物のブランド力の向上 

神戸牛の素牛である但馬牛の増頭、養父市原産の朝倉山椒の生産拡大等を通じて、

養父市特産物の更なる認知度向上や販路拡大を推進します。また、有機の里づくりや

人と環境にやさしい農業の実現に向けた取組を通じて、持続的で付加価値の高い農業

の拡大を目指します。 

 

 

 

【関連する計画】 

養父市人と環境にやさしい農業ビジョン、養父市但馬牛クラスター計画 

【関 連 課】農林振興課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・但馬農高と連携する。 

・地域同士のコミュニケーション、コミュニティづくりに参加する。 

・地元で生産して、地元で加工して、地元で販売する。 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 
 

施 策 

4-3  有害鳥獣対策の推進 

目指す姿 

地域全体で有害鳥獣の被害情報が共有・管理され、被害を最小

限に抑えられている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①猟友会員数 91人 90人以上 

①ジビエ（シカ）の活用数 249頭 350頭 

①農林業の被害額 24,812千円 30％減 

市の主な取組 

① 有害鳥獣対策の推進 

猟友会や地域と協力し、シカやイノシシなどによる農林業被害を防止、軽減するた

め、防護柵の設置や環境整備、捕獲活動を進めます。 

また、有害鳥獣駆除を担う狩猟者の減少がみられることから、猟友会員の確保、育

成に努めます。 

 

 

 

【関連する計画】 

養父市鳥獣被害防止計画 

【関 連 課】環境推進課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・猟師の育成と優遇改善に協力する。 

・獣害防護柵の補助金を活用し、防護柵の設置に協力する。  
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 
 

施 策 

4-4  林業活性化の推進 

目指す姿 

地域の森林資源を活用できる持続可能な体制と若者や移住者の

新規就業を創出し、地域の活性化につながっている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①搬出間伐・主伐による素材生産量 （約３万㎥／年） 15万㎥（累計） 

市の主な取組 

① 素材生産による人工林の適正管理 

地域最大の資源である森林を素材生産による健全な林業経営で活用していくため、

林内作業道の開設と搬出間伐や主伐による利益還元によって、森林所有者の財産意識

醸成と所有者不明林の解消を図っていくとともに、「高生産性林業」と「自伐型林業」

それぞれの作業システムに適した私有人工林の集約化を進め、各事業者とのマッチン

グを行うことで人工林の持続可能な適正管理体制を構築します。  

また、若者や移住者の新規就業を促進するため、補助制度の充実を図るとともに活

動フィールドの提供やスキルアップ研修の実施など伴走的な支援を行い、地域への移

住・定住と地域の活性化につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】林業活性化センター 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・樹木の利用を考える。 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 
 

施 策 

4-5  商工振興と雇用創出の推進 

目指す姿 

地域の活性化を実感し、誇りややりがいをもって働くことができている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①働きがいを感じる人の割合 未測定 R7の10%増 

①企業等振興奨励制度の交付件数 37件 40件 

①企業誘致および創業・起業の件数 ７件/年 ８件/年 

①地域ブランド品の創出件数（累計） 43件 47件 

市の主な取組 

① 地域の価値を生かした仕事づくり 

誇りややりがいをもって働くことができる環境を目指し、働き方改革の推進を行い

ます。 

また、地元産業の支援と創業支援、企業誘致による地域経済の活性化や雇用創出に

取り組み、地域産品の魅力向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】商工観光課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・観光協会と商工会と農業の方、ワンチームで相乗効果を狙う。 

・若いベンチャー企業が増える取組を考える。 

・成功例・体験談を定期的に話す場を企画する。   
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 

 

施 策 

4-6  観光振興の推進 

目指す姿 

自然と歴史・文化の魅力が生かされ、地域へにぎわいを生み出

している 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①観光入込客数 1,033千人/年 1,136千人/年 

①観光情報ウェブサイトの利用件数 264千人/年 290千人/年 

市の主な取組 

① 観光地としての魅力の向上 

地域の自然・歴史・文化資源や特産品、伝統行事を生かし、観光施設の整備や安全

対策、二次交通対策を講じ、魅力的な観光地を目指します。 

また、観光事業者・団体と協力しながら、体験プログラムやツアーなど、養父市を

訪れてもらう取組、効果的なプロモーション活動を展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】商工観光課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・映画の誘致に協力する。 

・低コストのハイキングコース、展望台の設置を呼びかける。 

・養父市をめぐるツアーを企画・協力する。 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 

施 策 

4-7  創意工夫によるふるさと納税の推進 

目指す姿 

寄附を通してつながる喜びや共感、関心を集めている 

若者支援、子育て、自然環境保全など多彩な地方創生プロジェ

クトに対し、多くの方々から応援が得られている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①市内の返礼品提供事業者取扱額 63,000千円/年 
140,000千円/年 

（+222％） 

②ふるさと納税寄附件数（一般寄附） 10,300件/年 
19,550件/年 

（+190％） 

市の主な取組 

① 市内産業の振興・起業者育成 

養父市に根付く地場産品を大切にし、寄附の返礼品としてふるさと納税制度を通し

て全国に提供します。地域資源を生かした新たな返礼品づくりや産業の創造に取り組

むとともに、担い手確保や起業者育成にも取り組みます。  

 

② 多角的な情報発信 

情報発信には、様々な手段を活用し広く周知を進めます。分かりやすい言葉や表現、

ビジュアルにも工夫を加え、市の取組等を周知し応援につなげていきます。地場産品

である返礼品の魅力発信にも努め寄附へつなげていきます。  

寄附金の使途事業等を可視化し、寄附を活用した様々な地方創生事業の成果等を公

表します。それら事業のアピールを通してふるさと納税を呼びかけ、応援いただく自

治体にふさわしいまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

【関 連 課】やぶぐらし・地方創生課 
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政策４ 地域資源の活用や創意工夫により働く人がキラリと光る 

挑戦しやすいまち 

施 策 

4-8  外部人材の登用 

目指す姿 

外部人材が持つ発想力、経験、専門的な知見等と市の魅力や特

産、市内人材など地域資源を融合させ、チャレンジングな事業

が次々に生まれている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①地域おこし協力隊の退任後定住率 65％ 80％ 

市の主な取組 

① 地域おこし協力隊の活用 

地域おこし協力隊の知恵や発想力、行動力を生かし、地域の課題解決や新たな事業

づくりを進めます。地域や事業者と協力しながら、市の魅力を高め、次世代へつなぐ

活力あるまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】やぶぐらし・地方創生課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・地域おこし協力隊の人との関わりを持つ。 
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政策５ 

ふるさとの原風景と快適な都市基盤が 

調和した住みやすいまち 
 

 5-1 計画的な土地利用の実現 

 5-2 公共交通の充実 

 5-3 道路管理の徹底 

 5-4 計画的な地籍調査の実施 

 5-5 上下水道事業の充実 

 5-6 環境にやさしいまちの推進 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-1  計画的な土地利用の実現 

目指す姿 

中心市街地、住居地域、歴史・自然緑地などがバランスよく配

置され、これらをつなぐネットワークが整備されている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①住環境の満足度の割合 54.8％ 60％ 

①市営住宅の入居率 75.9％ 80％ 

①市内住居の耐震化率 61％（H25年時点） 97％ 

②特定空家等のうち除却等の改善がなされた割合 37.0％ 50.0% 

②空き家バンクへの登録件数 23件/年 25件/年 

市の主な取組 

① 安全安心な住宅・住環境の充実 

高齢者や子育て世代も安心して暮らせる住宅やバリアフリー環境を整え、空き家活

用や情報発信で移住・定住しやすいまちをつくります。また、福祉・防災・交通課題

に対応し、公園や道路、上下水道などの基盤整備を計画的に進め、多様な主体と連携

して安全で快適な都市空間を創出します。 

② 空き家対策 

空き家の適正管理・利活用を進め、老朽空き家の解体支援を充実させることで、安

全で安心に暮らせる環境を整備します。また、空き家情報や移住・定住支援制度を分

かりやすく発信し、若者世代や子育て世代の利用を促進します。  

【関連する計画】 

やぶ市まち基盤整備計画（養父市都市計画マスタープラン）、養父市住宅マスタープラン、 

養父市空家等対策計画 

【関 連 課】土地利用未来課、やぶぐらし・地方創生課、環境推進課 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・空き家になった際は、空き家を手放すことを呼びかける。 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-2  公共交通の充実 

目指す姿 

新技術の導入や地域ニーズに応じた公共交通が整備されている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①公共交通の利用者数 785,478人 現状維持 

①公共交通の満足度の割合 13.8％ 20％ 

市の主な取組 

① きめ細かな公共交通の実現 

バスやタクシー、デマンド交通など多様な公共交通を整備し、高齢者や学生も安心

して移動できる環境を整えます。そして、それぞれの移動ツールが持つサービスの特

性や役割を生かしつつ、それらを効果的に組み合わせ、相互に補完し合う仕組みを確

立していくことで、多種多様な移動ニーズに対応できるきめ細かい公共交通体系の構

築を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する計画】 

但馬地域公共交通計画、やぶ市まち基盤整備計画（養父市都市計画マスタープラン） 

【関 連 課】土地利用未来課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・異業種間送迎者の利用を促す。 

・公共交通（全但バス）の路線を維持するため、利用促進を企画し、呼びかける。 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-3  道路管理の徹底 

目指す姿 

住民が安心して移動でき、来訪者や観光客が訪れやすいまちと

なっている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①インフラ施設の維持・補修の実施箇所 700か所/年 900か所/年 

市の主な取組 

① 道路の適切な維持管理 

道路や橋梁、歩道などのインフラを適切に維持管理するとともに、デジタル技術を

活用して除雪や点検、防災対策を効率的に行うことで、安全で快適な交通環境を確保

し、市民生活や観光・物流の活動を支えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する計画】 

やぶ市まち基盤整備計画（養父市都市計画マスタープラン） 

【関 連 課】建設課 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-4  計画的な地籍調査の実施 

目指す姿 

地籍情報が整備され、地域資源が有効利用できている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①地籍調査の進捗率 37％ 50％ 

市の主な取組 

① 地籍調査の確実な進展 

防災・林業・インフラ整備など他の公共事業と連携を図り、先進技術を積極的に活

用し、計画的かつ効率的に地籍調査を進め、安全で持続可能なまちづくりを支えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】地籍調査課 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-5  上下水道事業の充実 

目指す姿 

安全安心で快適な水道水を利用でき、衛生的な暮らしを支える

下水道が適切に維持されている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①水道事業の経常収支比率 97.7％ 100％ 

①上水道管路の耐震化率 28.5％ 33.1％ 

②下水道事業の経常収支比率 98.8％ 100％ 

②下水道事業の経費回収率 65.2％ 75％ 

市の主な取組 

① 上水道の安定供給 

水道事業の安定経営を図るとともに、浄水場や管路などの施設を適切に維持管理し、

水質確保、老朽化対策、耐震化、施設の効率的再編を進め、将来も安心して使える水

道を実現します。 

 

② 下水道の安定処理 

下水道事業を安定的に運営するため、老朽施設の更新や耐震化を含む施設の適正な

維持管理を進め、快適な下水道サービスを将来にわたり提供できる地域を実現します。 

 

 

 

 

 

 

【関連する計画】 

養父市水道ビジョン、養父市水道事業経営戦略、養父市下水道事業経営戦略 

【関 連 課】上下水道課 
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政策５ ふるさとの原風景と快適な都市基盤が調和した住みやすいまち 
 

施 策 

5-6  環境にやさしいまちの推進 

目指す姿 

人と自然が共に生きる循環型社会が実現している 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①一般廃棄物リサイクル率 27.8％ 31.2％ 

①資源ごみ集団回収参加団体数 40団体/年 50団体/年 

②市有施設の温室効果ガス排出量 5,247t-co2 3,889t-co2 

②市内家庭のエネルギー消費量（炭素排出量） 5,267t-C 4,283t-C 

②自然環境に配慮した行動を行っている人の割合 69％ 75％ 

③希少動植物の保護・保全活動回数 ４回/年 ６回/年 

市の主な取組 

① ごみの削減、リサイクルの推進 

プラスチック類を含む資源ごみの分別回収を進め、ごみの減量や資源の有効利用に

取り組み、環境への負荷が低減される循環型社会の実現を目指します。 
 

② 温暖化対策の実施 

市内において、再生可能エネルギーの活用や省エネの推進を通じて温室効果ガスを

削減し、持続可能なゼロカーボンシティの実現を目指します。 
 

③ 希少動植物の保護、保全活動の推進 

養父市の豊かな自然を次世代に残すため、関係団体と連携し、希少な動植物の生息

地において保護、保全活動を実施します。住民も参加できる活動や学習を通じて、自

然を守っていく取組を進めます。 
 

【関連する計画】 

第二次養父市環境基本計画、養父市地球温暖化対策実行計画 

【関 連 課】環境推進課 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・自然保全や活用の取組をイベント化する。 
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政策６ 

参画と協働で進める行政経営のまち 
 

 6-1 協働のまちづくりの確立 

 6-2 ICTの利活用による市民サービスの向上 

 6-3 健全で効率的な行財政運営の実施 

 6-4 選挙の適正な執行と投票機会の確保 

 6-5 市税の適正な賦課徴収 

 6-6 情報の発信 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策 

6-1  協働のまちづくりの確立 

目指す姿 

地域の取組や活動が共有され、世代や立場を越えて市民が主体

的に関わっている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①地域自治組織の活動に関わる人の割合 35％ 40％ 

②人権講演会・人権学習会の参加人数 約800人 800人以上 

市の主な取組 

① 地域自治組織との協働強化 

地域自治組織に関する基本理念、地域自治組織、市民、市の役割等を明確にするこ

とで、自主的・主体的な地域づくりを協働により進めます。また、子どもから高齢者

までが世代を越えて交流し、支え合うまちづくりに取り組んでいけるよう、多世代交

流事業を推進し、地域コミュニケーションの醸成を図ります。 

 

② 人権尊重のまちづくり 

あらゆる差別のない人権が尊重される地域社会の実現に向け、養父市人権教育推進

協議会と連携し、市民、企業等を対象に、講演会、研修会、学習会等の充実を図り、

人権啓発事業を進めます。また、人権学びステーションなど研修会の開催に加え、イ

ンターネットによる人権侵害の防止など、情報社会を生きる上での取組を進め、市民

への意識啓発を図ります。 

 

【関連する計画】 

第 2 次養父市人権教育及び啓発推進計画 

【関 連 課】人権・協働課 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・楽しそう、ワクワクする場や居場所を地域につくる。 

・身近な自治協や集いの場で教室を開催する。 

・役員の仕事を細分化し１人の仕事量を減らす。 

・自治協の支援（人的、金銭的、事務支援、進め方支援）をみんなで考える。  
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策 

6-2  ICT の利活用による市民サービスの向上 

目指す姿 

ICTや先進技術を活用し、誰でも便利に利用できる環境を整備

し、デジタル化の恩恵を享受できる 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①コンビニ交付の利用率 26％ 30％ 

①オンライン申請件数 7,950件/年 10,000件/年 

市の主な取組 

① 行政サービスのオンライン化の進展 

オンライン申請や健康・学習サービスなど ICT を活用し、誰でも利用できる市民サ

ービスを整備するとともに、企業との連携や生成 AI など先進デジタル技術を活用し

て業務効率化を進め、どこに住んでいても快適に暮らせる社会を目指します。  

また、「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル社会」を実現していくため、

デジタルデバイド対策を行い、誰もがデジタル化の恩恵を享受することのできる社会

に向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】市民課、デジタルファースト課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・田舎ならではのＤＸ化を考える。 

・市民の暮らしが便利になるようなデジタル活用を考える。 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策 

6-3  健全で効率的な行財政運営の実施 

目指す姿 

効率的で信頼される行政運営が行われている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①経常収支比率 97.6％ 95.0％以下 

②実質公債費比率 8.5％ 8.0％以下 

③正規職員数（4月１日時点） 291人  300人 

④自分の意見が市政に反映されていると思う割合 8.8％ 12.0％ 

市の主な取組 

① 財政の弾力性の向上 

最小のコストで最大の効果が発揮できるよう、デジタル化など業務改善に取り組み、

行政サービスの効率化・合理化を推進します。また、限られた財源を有効に活用し、

無駄のない効率的な行政運営を推進します。 

② 公債費負担の適正化 

計画的な地方債の発行や繰上償還を実施し、中長期の財政運営の見通しを踏まえ、

公債費負担の適正化に努めます。 

③ 適正な職員数の確保 

職員定員管理計画に基づき、適正な職員数を確保します。また、人事制度や研修制

度の充実を図り、行政サービスの人的資源となる職員の資質向上に努めます。  

④ 市民意見の市政への反映 
市民が意見を出しやすい仕組みを整備し、施策に反映させます。行政情報を分かり

やすく公開することで、参加しやすく、住民がまちづくりに貢献したいと思える環境
の実現を目指します。 
 

【関連する計画】 

養父市職員定員管理計画 

【関 連 課】経営総務課、経営政策・国家戦略特区課 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策  

6-4  選挙の適正な執行と投票機会の確保 

目指す姿 

透明で公正な選挙が行われており、多くの市民が投票している 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①各種選挙における投票率 67.2％（4年平均） 65.0％以上 

市の主な取組 

① 適切な投票機会の確保 

選挙の周知を徹底するとともに、特に若年層に対する選挙啓発を強化することで全

体の投票率を維持します。 

また、市民が安心して投票できるよう、投票所の利便性向上や投票環境の向上を推

進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】経営総務課 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策 

6-5  市税の適正な賦課徴収 

目指す姿 

正確な課税と着実な徴収で安定した財政運営を支えている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①市税の徴収率（収納率） 96.7％ 97.0％以上 

市の主な取組 

① 確実な市税の徴収の実施 

市税を安定的に確保するため、効率的で適正な課税を推進するとともに、徴収率（収

納率）の向上を目指し、厳格な滞納整理を進めるなど公平な税制を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関 連 課】税務課 
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政策６ 参画と協働で進める行政経営のまち 
 

施 策 

6-6  情報の発信 

目指す姿 

養父市の魅力が市内外に分かりやすく伝わるとともに、多様な

発信ツールを通じて行政と市民相互の情報共有を図ることで、

行政への理解や関心が深まっている 

目標とする指標 

指標 現状値 目標値 

①ＨＰやＳＮＳへのアクセス件数（年間） 

、LINEの受信設定数（累計） 

HP：777千人 

Facebook：667千回 

Instagram：113千回 

LINE：851人 

HP：1,000千人 

Facebook：1,000千回 

Instagram：800千回 

LINE：3,000人 

①市からの情報提供が十分と感じる市民 

の割合（市民アンケート） 
40.6％ 50％ 

市の主な取組 

① 適切な情報発信の実施 

●情報発信の強化 

ホームページの充実を図り、SNS、市広報やぶを活用して、市内外に養父市の魅

力や行政情報を積極的に発信します。また、ターゲットに合わせた最適な伝達ツー

ルを活用するなど効果的な情報発信の強化に取り組みます。 

災害時においては、多様な伝達ツールを併用活用し、市民が必要とする情報を迅

速かつ確実に発信できるよう取り組みます。 

●市民が親しみを持てる広報紙、自主放送番組の制作 

市民が関心を持つ課題や地域活動の発信、市民目線での行政情報の積極的な発信

に努めます。また、親しみの持てる市広報やぶの発行、CATV の自主放送番組を制

作することで市民との情報の共有を図ります。 

 

【関 連 課】情報課 

 

タウンミーティング等における市民意見（みんなができること） 

・個々人で魅力を発信する。 

・「伝える」から「伝わる」情報発信を重視する。 

・こまめに情報を発信する。 
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計画推進体制について 
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１  戦略的な事業実施体制の構築 

1-1 戦略的な事業実施体制の構築 

 

戦略事業の積極的な推進 

限られた予算の中で、本計画を進めていくためには、予算を戦略的に配分していく必要があり

ます。このことから、本計画を推進するために「戦略事業」を設け、戦略的な事業実施体制を構

築していきます。 

戦略事業は、本計画で示す将来像や基本目標を達成するために、各部局が重要であると位置付

ける事業の中から「養父市まちづくり推進本部」において決定します。また、戦略事業の予算に

ついては、養父市創生基金や養父市元気な養父づくり応援基金などを重点的に配分し、積極的に  

推進していきます。 

 

 

事業を停滞させない仕組み 

戦略事業は、本計画を推進するに当たって重要であると位置付けられる事業であることから、

停滞させることなく絶えず発展していく必要があります。事業ごとに設定された数値目標の結果

や各部局の経営方針などを踏まえて、各部局で戦略事業の見直しを図り、まちづくり推進本部で

年度ごとに事業の入替えを実施できるようにします。  

 

 

積極的な財源確保 

自主財源に乏しい養父市において、自主財源以外の財源を確保していくことは非常に重要にな

っていきます。今後実施する事業においては、財源確保のため国県費等を積極的に活用していき

ます。 
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1-2 取組内容を評価するプロセスの構築 

 

外部委員による検証委員会の設置 

本計画の推進に当たって「養父市まちづくり計画評価検証委員会」を設置し、外部委員によっ

て計画の評価を受ける体制を構築します。ここでは、基本計画で設定した数値目標やＫＰＩの進

捗状況について検証を行っていきます。 

基本計画部分の検証作業も実施することで、まち・ひと・しごと創生法第 10 条に基づく「市

町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」としての要件を満たすものとします。  

 

取組評価を明確化する指標づくり 

実施計画に記載する個別事業の取組評価を明確化、他事業と比較しやすくするため、数値目標

として活用する指標について、定点的な指標を用いることとします。この指標を用いることで継

続的な評価を行うことができるようにします。 

また、これら定点的な指標を集めた指標集を作成することで、現時点での養父市の状況を把握

する統計データの集約を行っていきます。  

 

本計画で掲げる基本構想や基本計画を実現するために、以上のような推進体制で取り組んでい

きます。その過程において毎年 PDCA サイクルを回し、効率の良い行政運営が行える体制を構築

していきます。 
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個別計画について 

個別計画は、基本計画の各政策に紐づく部門別計画のことを指します。各部局が策定している

部門別計画の中でも、各部門の推進のために策定される計画があり、この計画に沿った形でさら

に個別、具体的な計画等が策定されています。これら計画を整理した上で、養父市まちづくり計

画（基本構想）を頂点とした計画の体系化を行っていきます。  

 

実施計画について 

実施計画は、毎年度予算編成時に作成する実施計画書のことを指します。実施計画書について

は、大きく分けて以下の項目を配しています。 

 

項 目 内 容 

事業の基本的項目 

事業名のほかに、紐づけられる政策や主要施策、個別計画、予算

費目や事業実施期間等を記載します。また、SDGsの17のゴールで関

連する項目を入れ、SDGsを地域課題に落とし込んで考える「ローカ

ライズ」を意識させていきます。 

事業目的 事業の対象者、 実施する背景、目的を記載します。 

事業内容/数値目標 
事業の概要を記載します。また、戦略事業や一般事業に関しては、

それぞれ数値目標を設定します。 

年次計画と財源 事業の年次計画と財源内訳について記載します。 

 

毎年度の予算編成時に個別計画の内容を反映させることを目的に、実施計画書には当該事業が

位置付けられる個別計画を明記します。 
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